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お子さんのことで気になっていることはありませんか？ 
 

 夏休みまであと 10 日となりました。子どもたちは暑さにも負けず、夏休みを目前にして元気に学

校生活を送っております。 
 夏休み早々には、先にお知らせしましたように「三者面談」を計画しております。お忙しいところ

申し訳ありませんが、どうかご協力を宜しくお願いいたします。また、お子さんについて日頃気にな

っていることがございましたら、遠慮無くご相談いただいて協力してお子さんを支援していければと

思います。 
 あわせて、秋田市教育委員会より「巡回教育相談」（裏面にリーフレットを掲載しました）の通知が 
ありましたので、実施要項をお知らせいたします。 

 

注 意！ 

★夏季休業中およびその前後の事故防止について先日のＰＴＡや「かつひらの風」でお知らせしました

が、市教委より「他県で農業用ため池に転落した幼児を助けようとした父親が溺死する」という痛ましい

事故があり、注意するよう連絡がありました。本地区には農業用たけ池はありませんが、夏休み中に両

親の実家に帰省した際等に考えられることかもしれません。危険箇所や河川・湖沼とあわせて、再度立

入禁止区域には近づかないようご家庭でもご指導ください。 

【巡回教育相談活動実施要項】 

 １．実施期日と申し込み期日 
     前期 平成 20 年  8 月 11 日（月）      ７月 30 日(水)まで 
     後期 平成 20 年 12 月 12 日（金）      11 月 28 日(金)まで 
 
 ２．会場 
     前期 秋田市教育研究所   後期 総合教育センター 
 
 ３．相談活動等開催時間 
     午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分まで（相談活動は午前 10 時～午後 3 時まで） 
 
 ４．相談担当者 
     医療関係者、特別支援教育アドバイザー、特別支援教育担当教員、児童福祉司、 
     家庭相談員など 
 
 ５．申し込み方法 
     学校をとおした申し込みと保護者から直接教育委員会への申し込みの両方が可能

です。 
     学校をとおして申し込む際は、勝平中学校( 863―7782)菊地昭彦までお願いしま

す。教育相談票をお渡しし、相談当日に持参していただくことになります。 

学校と家庭を結ぶ 



 


